
  
令
和
七
年
度
七
五
三
祭 

開
催
の
お
知
ら
せ 

  
七
五
三
は
、
子
供
さ
ん
の
健
や
か
な
成
長
を
祝
い
、

厄
災
を
払
い
の
け
る
た
め
の
歳
祝
い
で
す
。
同
時
に
、

子
供
さ
ん
自
身
に
も
、
自
分
の
成
長
を
自
覚
さ
せ
る
節

目
の
行
事
で
す
。 

  

三
歳
、
五
歳
、
七
歳
の
お
祝
い
は
、
奇
数
が
め
で
た

い
数
字
で
あ
る
こ
と
と
、
三
歳
男
女
児
の
「
髪
置(

か
み
お)

き
」（
そ
れ
ま
で

剃
っ
て
い
た
髪
を
伸
ば
し
始
め
る
儀
式
）
、
五
歳
男
児
の
「
袴
着(

は
か
ま
ぎ)

」
（
初
め
て
袴
を
着
る

儀
式
）
、
七
歳
女
児
の
「
帯
解(

お
び
と)

き
」
（
着
物
に
初
め
て
丸
帯
を
締
め
る
儀
式
）
の
行
事
か
ら

来
て
お
り
ま
す
。 

 

白
山
神
社
で
は
、
古
式
に
の
っ
と
り
左
記
の
よ
う
に
神
事
を
執
り
行
い
ま
す
。 

ご
予
約
の
上
来
社
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、
ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。 

一
、
日 

 

時 
 
 
 

十
一
月
八
日
（
土
）  

午
前
十
時
よ
り
午
後
三
時
ま
で 

九
日
（
日
）  

午
前
十
時
よ
り
午
後
三
時
ま
で 

※
両
日
の
他
に
も
ご
都
合
に
合
わ
せ
ま
し
て
、
随
時
予
約
を
承
っ
て 

お
り
ま
す
。
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

二
、
内 

 

容 
   

お
子
様
の
成
長
安
全
祈
願
神
事
（
所
用
時
間
は
約
三
十
分
で
す
） 

授
与
品
＝
神
矢
、
お
守
り
、
千
歳
飴
、
昇
運
成
長
鈴
、
お
菓
子 

三
、
祈
祷
料 

 
 
 

五
千
円
（
兄
弟
姉
妹
の
場
合
、
二
人
目
か
ら
は
四
千
円
） 

四
、
申
し
込
み 

 
 

社
務
所
（
泉
中
窯
町
一
丁
目
三
八
番
地
）
に
て
受
け
付
け
ま
す
。 

電
話
で
の
申
し
込
み
、
お
問
い
合
わ
せ
は 

五
五
ー
三
七
七
一 

受
付
時
間
は
、
午
前
九
時
か
ら
十
二
時
・
十
三
時
か
ら
十
五
時 

五
、
そ
の
他 

 
 
 

当
神
社
で
は
、
で
き
る
限
り
一
回
の
神
事
一
家
族
で
行
え
る
よ
う
調
整
し
て 

お
り
ま
す
が
、
予
約
の
都
合
上
、
複
数
家
族
で
の
神
事
を
行
う
場
合
も
あ
り
ま 

す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。(

予
約
の
際
に
ご
確
認
く
だ
さ
い) 

 

金
幣
社 

 

白 

山 

神 

社  
 

回 

 

覧 


